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国民健康保険制度を取り巻く状況　　　　　　　　　　　　　　　　　
 

 

【松江市】 

被保険者数(年度平均)　H30:36,240 人→R6:30,030 人 

1 人当たり医療費　H30:439,454 円→R6:498,723 円 

１人当たり保険料(基金繰入前)  H30:95,511 円→R7:112,360 円

厚生労働省ホームページ
(https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-hoken_252919.html)
を一部加工して作成



国保制度における都道府県・市町村・国保連の役割分担　　　　　　　　　　　　　　　　　
 

 

 

厚生労働省ホームページ 
(https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-hoken_252919.html) 
を一部加工して作成



国保都道府県化後の会計の仕組み　　　　　　　　　　　　　　　　　
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①県は県全体で必要な医療費等を推計する 

②必要な医療費等から交付金等を差し引き、残った額が県全体で必要な納付金となる 

③納付金を各市町村へ配分する（被保険者数、医療費水準など） 

④市町村は割り当てられた納付金から繰入金や県交付金の一部を差し引き、残った額を被保険者から保険料と　

して徴収する 

⑤市町村は保険料や繰入金等を財源として県へ納付金を納める 

⑥県は市町村からの納付金や前期高齢者交付金等を財源とし、医療費の支払いに必要な額を市町村へ交付する 

⑦市町村は医療費（7割・8割部分や高額医療費など）を支払う 

①

②

③ ⑤

④

⑥ ⑦



国民健康保険における保険料水準統一の加速化　　　　　　　　　　　
 

 

厚生労働省ホームページ
(https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-hoken_252919.html)
を一部加工して作成



第2期島根県国民健康保険運営方針(R6～11年度)(抜粋)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
 

保険料水準の統一について、第２期島根県国民健康保険運営方針(R6～11

年度)においては、策定当時の検討状況を踏まえ、次のような対応方針を定め

ている 

 

◆ 現行では医療費水準などにより各市町村の保険料の差は大きく、直ちに

保険料水準を統一することは難しい 

◆ 当面は各市町村の医療費水準を反映した保険料水準とし、将来的には　

統一を目指すことを基本とする 

◆ 保険料水準統一のあり方や各課題について、中間見直し時(R8 年度末)に

向けて議論を進める 

 

 



島根県内の状況　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

①年齢構成、医療費水準が高い　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　・全被保険者に占める 65 歳以上の割合 … 国:43.1％、県:55.9％、松江市:50.8％ 

　・「一人当たり医療費」… 国:420,044 円、県:529,590 円、松江市:498,723 円 

 

②所得水準が低く保険料の負担が重い 

　・基準総所得が 50 万円未満の世帯 … 県:54.5％、松江市:58.0％（令和 6 年度島根県調査） 

 

③小規模保険者が増加している 

　・県内被保険者数は直近 6年間で 2万人以上減少 

　　　⇒令和元年度：129,275 人 → 令和 6年度：107,501 人（▲21,774 人）(被保険者数は年度平均) 

　・県内 11 町村が国保の安定運営に必要とされる「被保険者数 3,000 人」を割り込んで 

いる（うち 6町村は 1,000 人未満） 

  　　⇒高額な医療費が生じると、納付金や保険料の急増につながりやすい 

 
 
 

65 歳以上割合…令和 6 年 9月末時点数値(出典:国保実態調査) 
１人当たり医療費…令和 6 年度数値(出典:国保中央会医療費速報)



島根県内の状況(参考)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【１人当たり医療費】 【被保険者数(令和 6年 9月末時点)】



保険料水準統一の意義　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

①国保財政の安定化　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

医療費の変動を市町村単位ではなく、県単位で保険料に反映させ、国保

財政の安定化を図る 

（松江市の場合） 

・被保険者数の減少や一人当たり医療費の増加に伴い上昇する保険料について、保険料水準
の統一により財政が安定することで、保険料の急激な上昇を抑える効果が期待できる 

 

 

 

 

 

 

・なお、これまで基金により保険料の急激な上昇を抑えてきたが、現在と同様のペースで　　
基金を取崩した場合、5～6年後には基金が枯渇する見通し（6年度末基金残高:12.7億円） 

 

②被保険者間の公平性の確保　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

同じ所得水準・世帯構成であれば、同じ保険料（税）とすることで、負

担の公平性を確保する 

 

 
R4 R5 R6 R7 R8

 被保険者数※1 33,008 人 31,438 人 29,994 人 28,760 人 27,543 人
 1 人当たり保険料※2 91,386 円 89,076 円 109,272 円 112,360 円 112,184 円
 年度末時点基金残高 14.8 億円 14.3 億円 12.7 億円 ― ―
 基金取崩し額※3 0.5 億円 0.5 億円 1.5 億円 1.6 億円 1.9 億円
 ※1:被保険者数は、R4～R7 は各年 9 月末時点の数値、R8 は R8 予算要求時の推計値 

※2:1 人当たり保険料は、基金繰入前の、納付金から算出した保険料額 
※3:基金取り崩し額は、R4～R6 は決算額、R7～R8 は予算額



保険料水準統一の定義　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

①納付金ベースの統一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
保険料算定の基礎となる、市町村が県へ支払う納付金の算定過程におい

て、市町村ごとの医療費の差を反映させないこと 

(注) 現在は、納付金算定過程で市町村ごとの医療費水準を反映させるため、医療費水準が高い(低い)市町村は納付金

も高く(低く) 設定されており、特に小規模の町村では財政運営が不安定になりやすい 

②完全統一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

県内どの市町村でも「同じ所得、同じ世帯構成であれば同じ保険料」と
すること 

 



第2期島根県国民健康保険運営方針(R6～11年度)(抜粋)(再掲)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
 

保険料水準の統一について、第２期島根県国民健康保険運営方針(R6～11

年度)においては、策定当時の検討状況を踏まえ、次のような対応方針を定め

ている 

 

◆ 現行では医療費水準などにより各市町村の保険料の差は大きく、直ちに

保険料水準を統一することは難しい 

◆ 当面は各市町村の医療費水準を反映した保険料水準とし、将来的には　

統一を目指すことを基本とする 

◆ 保険料水準統一のあり方や各課題について、中間見直し時(R8 年度末)に

向けて議論を進める 

 


